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ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ 

 
 

当社は、平成15年 7月 28日開催の取締役会において商法第２８０条ノ２０、第２８０条ノ２１および定時

株主総会の決議に基づき、発行する新株予約権の具体的な内容を、下記のとおり決定いたしましたのでお知ら

せいたします。 

 
記 

 
１．新株予約権の目的たる株式の種類および数 

当社普通株式５２５，０００株 

２．新株予約権の総数 
５２５個 

新株予約権の申込の総数が上記の新株予約権の総数に達しない場合は、その申込の総数をもって新株予約
権の総数とする。 
なお、各新株予約権の目的たる株式の数は１，０００株とする。ただし、当社が当社普通株式につき株式

分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるもの
とする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各
新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的た

る株式の数は適切に調整されるものとする。 
なお、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

３．新株予約権の発行価額および発行日 
無償で発行するものとし、発行日は平成15年7月 28日とする。 

４．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式

１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額と

する。 

行使価額４３２円 

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には,次の算式により行使価額を
調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。 

 

１ 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 
分割・併合の比率 

 

当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約



権の行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に基づく転換社債の転

換および「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）施行前の商法第２１０条ノ２の規

定に基づき付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生じる1円未満の端数は切り上げる。 

新規発行株式数×1 株当たり払込金額 
既発行株式数＋ 

時  価 
調 整 後 
行使価額＝ 

調 整 前 
行使価額 

× 

既発行株式数＋新規発行株式数 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式にか

かる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」に読み替えるものとする。 

さらに、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて

行使価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。 

５．新株予約権の行使可能期間 

平成１７年８月１日から平成２１年７月３１日まで 
６． その他の新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

７． 新株予約権の消却事由および条件 
当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができるものと

する。 
８． 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 

９． 新株予約権の行使により発行または移転される普通株式の総額 
２２６，８００，０００円 

10．新株予約権の発行 
新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。 

11．新株予約権の行使により新株式を発行する場合における発行価額中資本に組み入れる額 

２１６円（行使価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り
上げた額とする。） 

12．新株予約権の割当を受ける者 
当社取締役９名および使用人１７名、合計２６名に割当する。 

 

 
（ご参考） 

１．定時株主総会付議のための取締役会決議日   平成１５年５月２２日 
２．定時株主総会の決議日            平成１５年６月２７日 

   

                                         以 上 
 


